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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
東
京
都
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
議
会
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…（
総
務
局
総
務
部
情
報
公
開
課
）…
�

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
解
除
…（
環
境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）…
�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
生
活
福
祉
部
保
護
課
）…
�

告

示
（
選
）

○
令
和
元
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
八
号

（
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
…
…
�

○
令
和
二
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
七
号

（
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
…
…
�

○
令
和
二
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
七
号

（
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
…
…
�

○
令
和
三
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
十
一
号

（
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
…
…
�

公

告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…（
都
市
整
備
局
多
摩

建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
・
開
発
指
導
第
二
課
）…
�

○
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
変
更
届
出
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
下
水
道
局
）…
�

規

則

東
京
都
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
十
三
号

東
京
都
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
議
会
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
議
会
規
則
（
平
成
十
一
年

東
京
都
規
則
第
二
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
三
号
中
「
第
七
十
七
条
」
を
「
第
百
六
十
五
条
」

に
、
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
百
四
十
五
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
六
十
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
品
川
区
大
崎
三

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

ひ

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
砒
素
及
び
そ
の
化

合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
六
十
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
東
京
都
告
示
第
千
三
十
三
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
府
中
市
東
芝
町
地

内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
六
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚

生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
二
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
自
由
民
主
党
東
京
都
第
二
十
五
選
挙
区
支
部
か
ら
訂
正
の

報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
令
和
元
年
東
京
都
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

自
由
民
主
党
東
京
都
第
二
十
五
選
挙
区
支
部
の
部
２
支
出
総
額
の

項
中
「５２,１３４,９７４

」
を
「５２,０９８,９７４

」
に
、
「１３,３４７,８４４

」
を

「１３,３８３,８４４

」
に
改
め
、
同
部
４
支
出
の
内
訳
の
項
中

「２１
,０５９
,０５９

」
を
「２１

,０２３
,０５９

」
に
、
「９

,２１６
,１１１

」
を

「９,１８０,１１１

」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
西
村
え
み
後
援
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書

の
要
旨
（
令
和
二
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

西
村
え
み
後
援
会
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「１
収
入
総
額

前
年
繰
越
額

本
年
収
入
額

０００

」
を

「１
収
入
総
額

前
年
繰
越
額

本
年
収
入
額

１,６１１,７７６０

１ ,６１１,７７６

」
に

改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「

（
翌
年
へ
の
繰
越
額
）

０

」
を

「

（
翌
年
へ
の
繰
越
額
）

１,６１１,７７６

」
に

改
め
、
同
部
中
３
資
産
の
内
訳
の
項
を
５
資
産
の
内
訳
の
項
と
し
、

同
部
２
支
出
総
額
の
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３
本
年
収
入
の
内
訳

寄
附
の
総
額

１,６１１,７７６

政
党
匿
名
分
を
除
く
寄
附
の
額

１,６１１,７７６

政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

１,６１１,７７６

４
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
）

（
寄
附
者
）

（
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附
）

（
金
額
）円

（
事
務
所
の
所

在
地
）

日
本
維
新
の
会

１,６１１,７７６
大
阪
府
大
阪

市

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
自
由
民
主
党
東
京
都
第
二
十
五
選
挙
区
支
部
及
び
西
村
え

み
後
援
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
令
和
二
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年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

自
由
民
主
党
東
京
都
第
二
十
五
選
挙
区
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の

項
中
「６４,６６４,７２９

」
を
「６４,７００,７２９

」
に
、
「１３,３４７,８４４

」
を

「１３,３８３,８４４

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「６２
,８３４
,７５１

」
を
「６２

,７９８
,７５１

」
に
、
「１

,８２９
,９７８

」
を

「１,９０１,９７８

」
に
改
め
、
同
部
４
支
出
の
内
訳
の
項
中

「２８
,５６０
,４７２

」
を
「２８

,５２４
,４７２

」
に
、
「１４

,７５５
,２７１

」
を

「１４,７１９,２７１

」
に
改
め
る
。

西
村
え
み
後
援
会
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「１
収
入
総
額

前
年
繰
越
額

００
」
を

「１
収
入
総
額

前
年
繰
越
額

１,６１１,７７６

１ ,６１１,７７６

」
に

改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「

（
翌
年
へ
の
繰
越
額
）

０

」
を

「

（
翌
年
へ
の
繰
越
額
）

１,６１１,７７６

」
に

改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
自
由
民
主
党
東
京
都
第
二
選
挙
区
支
部
、
自
由
民
主
党
東

京
都
第
二
十
五
選
挙
区
支
部
、
辻
清
人
後
援
会
、
西
村
え
み
後
援
会

及
び
緑
の
党
グ
リ
ー
ン
ズ
ジ
ャ
パ
ン
東
京
都
本
部
か
ら
訂
正
の
報
告

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
治

団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
令
和
三
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

告
示
第
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

自
由
民
主
党
東
京
都
第
二
選
挙
区
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「２３
,６５５
,２８８

」
を
「２４

,６５５
,２８８

」
に
、
「２１

,０１４
,０００

」
を

「２２,０１４,０００

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「１,１５３,４６３

」
を
「２,１５３,４６３

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内

訳
の
項
中
「６,３６０,０００

」
を
「７,３６０,０００

」
に
、
「４,０００,０００

」
を

「５,０００,０００

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超

え
る
も
の
）
の
項
中
「４,０００,０００

」
を
「５,０００,０００

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
第
二
十
五
選
挙
区
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の

項
中
「４９

,０１７
,９３７

」
を
「４９

,０８９
,９３７

」
に
、
「１

,８２９
,９７８

」
を

「１,９０１,９７８

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「４０
,５５７
,２１１

」
を
「４０

,５２１
,２１１

」
に
、
「８

,４６０
,７２６

」
を

「８,５６８,７２６

」
に
改
め
、
同
部
４
支
出
の
内
訳
の
項
中

「９
,３１４

,６２９
」
を
「９

,２７８
,６２９

」
に
、
「２

,９５５
,９４８

」
を

「２,９１９,９４８
」
に
改
め
る
。

辻
清
人
後
援
会
の
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「５,９６９,０７１

」
を

「６,９６９,０７１

」
に
、
「７,２７８,６７９

」
を
「６,２７８,６７９

」
に
改
め
、
同

部
４
支
出
の
内
訳
の
項
中
「５,９６９,０７１

」
を
「６,９６９,０７１

」
に
、

「４,０００,０００

」
を
「５,０００,０００

」
に
改
め
る
。

西
村
え
み
後
援
会
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「１
収
入
総
額

前
年
繰
越
額

１,０２２,７８２０

」
を

「１
収
入
総
額

前
年
繰
越
額

２,６３４,５５８

１ ,６１１,７７６
」
に

改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「０

」
を
「１,６１１,７７６

」
に
改
め

る
。緑

の
党
グ
リ
ー
ン
ズ
ジ
ャ
パ
ン
東
京
都
本
部
の
部
１
収
入
総
額
の

項
中
「２

,３９２
,８２８

」
を
「２

,４５４
,１７８

」
に
、
「２

,２４２
,７７０

」
を

「２,３０４,１２０

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「１,５９８,０００

」

を
「１,６５９,３５０

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中

「

個
人
か
ら
の
寄
附

２,０５９,７７０

」
を

「

個
人
か
ら
の
寄
附

本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付

金
に
係
る
収
入

緑
の
党
グ
リ
ー
ン
ズ
ジ
ャ
パ
ン

２,０５９,７７０

６１,３５０

６１,３５０

」
に

改
め
る
。

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

あ
き
る
野
市
野
辺
字
川
原
千
二
百

五
十
五
番
三
の
一
部

東
大
和
市
向
原
四
丁
目
二
十
一

番
地
七

株
式
会
社
キ
ョ
ー
ワ
ハ
ウ
ス

代
表
取
締
役

髙
橋

欣
尚

狛
江
市
駒
井
町
二
丁
目
三
百
六
十

番
二
及
び
同
番
三

練
馬
区
石
神
井
町
二
丁
目
二
十

六
番
十
一
号

一
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

堀
口

忠
美
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東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
変
更
届
出
に

つ
い
て

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都

下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都

指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
か
ら
次
の
よ
う
に
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
規
程
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

一

商
号
又
は
名
称
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

新
商
号
又

は
名
称

旧
商
号
又
は

名
称

事
業
所

所
在
地

令
和
四

年
九
月

三
十
日

五
六
九
四

株
式
会
社

Ａ
Ｃ
Ｔ－

９

株
式
会
社
Ａ

Ｉ
Ｒ

文
京
区
本
郷

二
丁
目
十
七

番
五
号

ツ

イ
ン
壱
岐
坂

三
〇
二

二

事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
事
業
所

所
在
地

旧
事
業
所

所
在
地

令
和
四

年
九
月

七
日

五
六
四
八

株
式
会
社

小
杉
設
美

足
立
区
大
谷

田
三
丁
目
十

番
十
九
号

ガ
レ
ー
ジ
ハ

ウ
ス
大
谷
田

一
〇
二
号
室

足
立
区
伊
興

三
丁
目
二
十

二
番
一
号

サ
ー
ク
ル
ハ

ウ
ス
竹
ノ
塚

参
番
館
一
〇

九
号
室

同
月
二

十
二
日

五
六
〇
〇

株
式
会
社

タ
ニ
ム
ラ

設
備

板
橋
区
赤
塚

二
丁
目
三
十

六
番
二
十
九

号

二
〇
二

号
室

豊
島
区
東
池

袋
一
丁
目
三

十
三
番
四
号

ニ
ュ
ー
池

袋
ハ
イ
ツ
五

一
〇
号
室

同
月
三

十
日

五
六
九
四

株
式
会
社

Ａ
Ｃ
Ｔ－

９

文
京
区
本
郷

二
丁
目
十
七

番
五
号

ツ

イ
ン
壱
岐
坂

三
〇
二

西
東
京
市
栄

町
二
丁
目
十

番
二
号

三

〇
九
号
室

三

代
表
者
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
代
表
者
名

旧
代
表
者
名

令
和
四

年
九
月

六
日

四
〇
六
四

吉
川
施
設

工
業
株
式

会
社

吉
川

伸
子

下
郡
山
伸
子

同
月
十

三
日

二
三
二
二

有
限
会
社

石
川
工
業

石
川

和
男

石
川

弘

同
月
二

十
日

五
六
〇
〇

株
式
会
社

タ
ニ
ム
ラ

設
備

谷
村

大
地

谷
村

隆
一

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


